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税
　
金

e
L
T
A
X
に
つ
い
て

　
e
L
T
A
X
で
は
、
自
宅
や
オ
フ
ィ

ス
か
ら
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
道
税
（
法
人

道
民
税
、
法
人
事
業
税
（
特
別
法
人
事
業

税
）、
道
た
ば
こ
税
、
ゴ
ル
フ
場
利
用
税
、

軽
油
引
取
税
、
循
環
資
源
利
用
促
進
税
）

の
納
税
、
申
告
、
申
請
の
手
続
き
が
で
き

ま
す
。

　
e
L
‐
Q
R
や
e
L
番
号
が
記
載

さ
れ
て
い
る
納
付
書
が
あ
れ
ば
、
自
宅
や

オ
フ
ィ
ス
な
ど
か
ら
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン

や
パ
ソ
コ
ン
な
ど
を
利
用
し
て
キ
ャ
ッ

シ
ュ
レ
ス
で
納
税
で
き
ま
す
の
で
、
地
方

税
お
支
払
サ
イ
ト
の
ご
利
用
、
ご
確
認
を

お
願
い
し
ま
す
。

※
金
融
機
関
、
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア

　
で
も
納
税
で
き
ま
す
。

申
告
な
ど
の
詳
し
い
情
報
は

e
L
T
A
X
地
方
税
ポ
ー
タ
ル
サ
イ

ト
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
札
幌
道
税
事
務
所
税
務
管
理
部

☎
０
１
１
‐
２
０
４
‐
５
０
８
３

問
オ
ホ
ー
ツ
ク
総
合
振
興
局
紋
別
道
税
事
務
所

☎
０
１
５
８
‐
２
４
‐
２
６
２
６

窓
口
無
人
化
へ
の
試
行
的
取
組
に
つ
い
て

　
国
税
庁
で
は
、「
あ
ら
ゆ
る
税
務
手
続

が
税
務
署
に
行
か
ず
に
で
き
る
社
会
」
の

実
現
を
目
指
し
、
税
務
行
政
の
D
X
に

取
り
組
ん
で
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

　
税
務
署
窓
口
相
談
か
ら
電
話
相
談
へ
、

電
話
相
談
か
ら
デ
ジ
タ
ル
へ
つ
な
が
る
施

策
を
実
施
す
る
た
め
、
紋
別
税
務
署
に
お

い
て
も
窓
口
の
見
直
し
を
行
っ
て
お
り
ま

す
。

　
見
直
し
の
一
環
と
し
て
、
来
署
し
た
納

税
者
の
一
般
相
談
に
は
、
税
務
署
に
設
置

し
た
直
通
電
話
か
ら
専
門
職
員
が
対
応
す

る
電
話
相
談
セ
ン
タ
ー
へ
案
内
し
て
お

り
、
税
務
署
職
員
と
の
相
談
は
事
前
予
約

制
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

　
ま
た
、納
税
者
の
自
己
解
決
に
向
け
て
、

国
税
庁
H
P
内
の
「
チ
ャ
ッ
ト
ボ
ッ
ト
」

お
よ
び
「
タ
ッ
ク
ス
ア
ン
サ
ー
」
の
利
用

に
向
け
た
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
を
用
意
し
て
お

り
ま
す
。

　
加
え
て
、
オ
ン
ラ
イ
ン
利
用
を
促
進
し

つ
つ
、
窓
口
・
相
談
事
務
全
体
の
効
率
化

を
図
る
観
点
か
ら
、
順
次
、
税
務
署
窓
口

に
お
け
る
用
紙
の
配
付
方
法
を
見
直
す
こ

と
と
し
て
お
り
、
用
紙
が
必
要
な
場
合
に

お
い
て
は
、
可
能
な
限
り
国
税
庁
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
活
用
い
た
だ
く
よ
う
お
願
い

し
て
お
り
ま
す
。

　
社
会
全
体
の
デ
ジ
タ
ル
化
を
推
進
し
、

税
務
手
続
き
の
オ
ン
ラ
イ
ン
化
を
普
及
さ

せ
て
い
く
た
め
に
は
、
税
務
署
だ
け
で
な

く
、
納
税
者
皆
さ
ま
方
の
ご
協
力
を
い
た

だ
き
な
が
ら
進
め
て
い
く
方
が
よ
り
効
果

が
あ
り
ま
す
の
で
、
ご
協
力
の
ほ
ど
よ
ろ

し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

問
紋
別
税
務
署

☎
０
１
５
８
‐
２
３
‐
２
１
９
１

個
人
事
業
税
・
第
2
期
の
納
期
限
に
つ

い
て

　
個
人
事
業
税
は
、
個
人
が
地
方
税
法
な

ど
で
定
め
ら
れ
た
事
業
を
営
む
場
合
に
、

そ
の
事
業
の
所
得
を
基
礎
に
し
て
課
税
さ

れ
る
税
金
で
す
。

　
納
税
通
知
書
は
8
月
8
日
に
1
期
分
と

一
緒
に
送
付
済
で
す
の
で
、
第
2
期
分
は

12
月
1
日
㈪
ま
で
に
忘
れ
ず
に
納
め
て
く

だ
さ
い
。

　
e
L
‐
Q
R
や
e
L
番
号
が
記
載

さ
れ
て
い
る
納
付
書
が
あ
れ
ば
、
自
宅
や

オ
フ
ィ
ス
な
ど
か
ら
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン

や
パ
ソ
コ
ン
な
ど
を
利
用
し
て
キ
ャ
ッ

シ
ュ
レ
ス
で
納
税
で
き
ま
す
。

　
地
方
税
お
支
払
い
サ
イ
ト
の
ご
利
用
、

ご
確
認
を
お
願
い
し
ま
す
。

※
金
融
機
関
、
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア

で
も
納
税
い
た
だ
け
ま
す
。

問
オ
ホ
ー
ツ
ク
総
合
振
興
局
紋
別
道
税
事
務
所

☎
０
１
５
８
‐
２
４
‐
２
６
２
６

課
税
に
関
す
る
こ
と
～
課
税
係

納
税
に
関
す
る
こ
と
～
納
税
係

募
　
集

自
衛
官
募
集
に
つ
い
て

一
般
曹
候
補
生
（
陸
・
海
・
空
自
衛
隊
）

受
験
資
格　
18
歳
以
上
33
歳
未
満
の
男
女

募
集
期
限　
11
月
21
日
㈮

試
験
日　
11
月
29
日
㈯
～
12
月
4
日
㈭

　
　
　
　
　
の
う
ち
指
定
す
る
1
日

自
衛
官
候
補
生
（
陸
・
海
・
空
自
衛
隊
）

受
験
資
格　
18
歳
以
上
33
歳
未
満
の
男
女

募
集
期
間　
年
間
を
通
し
て
募
集

試
験
日　
毎
月
実
施
し
て
い
ま
す

陸
上
自
衛
隊
高
等
工
科
学
校

受
験
資
格　
令
和
8
年
4
月
1
日
現
在
、

　
　
　
　
　
15
歳
以
上
17
歳
未
満
の
男
子

　
　
　
　
　
（
平
成
21
年
4
月
2
日
か
ら

　
　
　
　
　
平
成
23
年
4
月
1
日
ま
で
の

　
　
　
　
　
間
に
生
ま
れ
た
者
）
で
、
中

　
　
　
　
　
学
校
卒
業
者
ま
た
は
中
等
教

　
　
　
　
　
育
学
校
の
前
期
課
程
修
了
者

　
　
　
　
　
（
令
和
8
年
3
月
に
中
学
校

　
　
　
　
　
卒
業
ま
た
は
中
等
教
育
学
校

　
　
　
　
　
の
前
期
課
程
修
了
見
込
み
の

　
　
　
　
　
者
を
含
む
）

募
集
期
限　
令
和
8
年
1
月
15
日
㈭

試
験
日

一
次
試
験　
令
和
8
年
1
月
24
日
㈯
～
25       

　
　
　
　
　
日
㈰
の
う
ち
指
定
す
る
1
日

二
次
試
験　
令
和
8
年
2
月
12
日
㈭
～
15

　
　
　
　
　
日
㈰
の
う
ち
指
定
す
る
1
日

問
自
衛
隊
旭
川
地
方
協
力
本
部
紋
別
地
域
事
務
所

☎
０
１
５
８
‐
２
３
‐
２
６
９
６

所
得
税
及
び
復
興
特
別
所
得
税
の
予
定

納
税
（
第
２
期
分
）
の
納
税
に
つ
い
て

納
期　
11
月
1
日
㈯
～
12
月
1
日
㈪

予
定
納
税
と
は

　
前
年
分
の
所
得
金
額
や
税
額
な
ど
を
基

に
計
算
し
た
予
定
納
税
基
準
額
が
15
万
円

以
上
と
な
る
場
合
に
は
、
原
則
、
こ
の
予

定
納
税
基
準
額
の
3
分
の
1
相
当
額
を
そ

れ
ぞ
れ
7
月
（
第
１
期
分
）
と
11
月
（
第

2
期
分
）
に
納
め
る
こ
と
と
な
っ
て
い
ま

す
。
こ
の
制
度
を
「
予
定
納
税
」
と
い
い

ま
す
。
予
定
納
税
額
は
、
確
定
申
告
の
際

に
計
算
し
た
税
額
か
ら
差
し
引
く
こ
と
に

よ
り
精
算
し
ま
す
。

納
税
す
る
額

　
予
定
納
税
額
が
必
要
な
方
に
は
、
6
月

中
旬
に
税
務
署
か
ら
「
令
和
7
年
分
所
得

税
及
び
復
興
特
別
所
得
税
の
予
定
納
税
額

の
通
知
書
」
が
送
付
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ

の
通
知
書
に
記
載
さ
れ
た
「
第
2
期
分
」

の
金
額
が
納
税
す
る
額
で
す
。

　
な
お
、
特
別
農
業
所
得
者
の
方
の
予
定

納
税
額
に
つ
い
て
は
、
予
定
納
税
基
準
額

の
2
分
の
1
の
金
額
を
、
第
2
期
分
と
し

て
1
回
の
み
納
付
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い

ま
す
。

　
ま
た
、
令
和
6
年
分
の
所
得
税
及
び
復

興
特
別
所
得
税
の
確
定
申
告
に
お
い
て
、

予
定
納
税
額
の
通
知
書
の
「
電
子
交
付
」

を
希
望
し
た
方
に
つ
い
て
は
、
予
定
納
税

額
の
通
知
書
を
書
面
の
送
付
に
代
え
て

e
‐
T
a
x
に
よ
り
通
知
し
て
い
ま
す
。

予
定
納
税
額
の
減
額
申
請

　
廃
業
、
休
業
ま
た
は
業
況
不
振
な
ど
の

理
由
で
10
月
31
日
㈮
の
現
況
に
よ
る
令
和

7
年
分
の
「
申
告
納
税
見
積
額
（
年
間
所

得
や
所
得
控
除
な
ど
を
見
積
も
っ
て
計
算

し
た
税
額
）」
が
、
税
務
署
か
ら
通
知
さ

れ
て
い
る
「
予
定
納
税
基
準
額
」
よ
り
も

少
な
く
な
る
と
見
込
ま
れ
る
場
合
な
ど

は
、
予
定
納
税
の
減
額
申
請
を
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

　
第
2
期
分
の
予
定
納
税
額
の
減
額
申
請

を
す
る
場
合
は
、11
月
17
日
㈪
ま
で
に「
予

定
納
税
額
の
減
額
申
請
書
」
に
必
要
事
項

を
記
載
し
、
書
面
ま
た
は
e
‐
T
a
x

に
て
所
轄
の
税
務
署
に
提
出
し
て
く
だ
さ

い
。

　
提
出
後
、
税
務
署
で
は
、
そ
の
申
請
に

つ
い
て
承
認
、
一
部
承
認
ま
た
は
却
下
の

い
ず
れ
か
を
決
定
し
、
そ
の
結
果
を
書
面

ま
た
は
e
‐
T
a
x
で
お
知
ら
せ
し
ま

す
。

※
「
予
定
納
税
額
の
減
額
申
請
手
続
」
に

つ
い
て
は
、
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご

確
認
く
だ
さ
い
。

※
予
定
納
税
額
の
減
額
申
請
書
を
e
‐

T
a
x
で
提
出
さ
れ
る
方
の
う
ち
、
税

務
署
か
ら
送
付
さ
れ
る
減
額
申
請
の
承
認

通
知
書
な
ど
の
「
電
子
交
付
」
を
希
望
し

た
方
に
つ
い
て
は
、
減
額
申
請
の
承
認
通

知
書
な
ど
を
e
‐
T
a
x
に
よ
り
受
け

取
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

予
定
納
税
額
の
納
付
方
法

〇
振
替
納
税

・
す
で
に
利
用
さ
れ
て
い
る
方

　
振
替
日
は
12
月
1
日
㈪
で
す
。

　
口
座
引
き
落
と
し
が
で
き
な
か
っ
た
場

合
は
、
法
廷
納
期
限
の
翌
日
か
ら
延
滞
税

が
か
か
る
こ
と
に
な
り
ま
す
の
で
、
預
貯

金
残
高
や
振
替
納
税
口
座
か
ら
ほ
か
の
公

共
料
金
な
ど
の
引
き
落
と
し
が
な
い
か
な

ど
必
ず
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

・
こ
れ
か
ら
振
替
納
税
を
利
用
す
る
方

　
初
回
の
み
「
振
替
依
頼
書
」
を
所
轄
の

税
務
署
へ
ご
提
出
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、「
振
替
依
頼
書
」
の
処
理
に
は

時
間
を
要
し
ま
す
の
で
、
早
め
の
提
出
を

お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　
「
振
替
依
頼
書
」
は
、
自
宅
か
ら
e
‐

T
a
x
で
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

詳
し
く
は
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
振
替

依
頼
書
お
よ
び
ダ
イ
レ
ク
ト
納
付
利
用
届

出
書
（
個
人
）
の
オ
ン
ラ
イ
ン
提
出
に
つ

い
て
」
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

〇
そ
の
他
の
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
納
付

　
納
期
限
（
12
月
1
日
㈪
）
ま
で
に
納
付

手
続
き
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

　
詳
し
く
は
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご

覧
く
だ
さ
い
。

・
ダ
イ
レ
ク
ト
納
付
（
e
‐
T
a
x
に

　
よ
る
口
座
振
替
）

・
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
バ
ン
キ
ン
グ
な
ど
を

　
利
用
し
た
電
子
納
税

・
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
納
付

※
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
納
付
は
決
済
手
数

　
料
が
か
か
り
ま
す
。

・
ス
マ
ホ
ア
プ
リ
納
付

※
ス
マ
ホ
ア
プ
リ
納
付
は
納
付
税
額
が
30

　
万
円
以
下
の
方
が
納
付
す
る
た
め
の
手

　
続
き
で
す
。

確
定
申
告
の
際
に
は
、
予
定
納
税
額
の
申

告
書
へ
の
記
載
を
忘
れ
ず
に

　
確
定
申
告
の
際
に
は
、
申
告
書
に
予
定

納
税
額
（
第
1
期
分
と
第
2
期
分
の
合
計

額
）を
記
載
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
の
で
、

記
載
忘
れ
に
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

税
に
関
す
る
情
報
は
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
へ
ア
ク
セ
ス
願
い
ま
す
。

問
紋
別
税
務
署

☎
０
１
５
８
‐
２
３
‐
２
１
９
１
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税
を
考
え
る
週
間
に
つ
い
て

　
国
税
庁
で
は
、
国
民
の
皆
さ
ま
に
租
税

の
意
義
や
役
割
、
税
務
行
政
に
対
す
る
知

識
と
理
解
を
深
め
て
い
た
だ
く
た
め
、
１

年
を
通
じ
て
租
税
に
関
す
る
啓
発
活
動
を

行
う
と
と
も
に
、
毎
年
11
月
11
日
か
ら
17

日
を
「
税
を
考
え
る
週
間
」
と
し
て
、
集

中
的
に
さ
ま
ざ
ま
な
広
報
公
聴
施
策
を
実

施
し
て
い
ま
す
。

　
詳
し
く
は
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご

覧
く
だ
さ
い
。

問
紋
別
税
務
署

☎
０
１
５
８
‐
２
３
‐
２
１
９
１

税


